
 

 

別紙3(地域安全活動推進事業) 

事業計画書 

 

事 業 の 名 称 事 業 の 内 容 
事 業 の 詳 細 

（ 日 時 、 場 所 等 ） 

□ 安全意識の

 高揚のための

 事業 

□ 防犯講習会 

□ 街頭啓発 

□ 広報紙の発行 

□ その他 

 （           ） 

 

☑ 自主的な安

 全活動を推進

 する事業 

☑ 防犯パトロール 

☑ 夜回り 

□ 通学路・公園等の安全点検 

□ 有害図書の回収 

□ 街頭指導 

□ その他 

 （           ） 

・防犯パトロール 

１２月２９・３０日、年末警戒のた

めのパトロールを行う。 

・夜回り 

土曜日に組ごとで夜回りを行う。ま

た同時に防犯灯の点灯などの確

認も行う。 

 

☑ 生活安全に

 関する環境を

 整備する事業 

☑ 空き地の草刈・空き家の出入

禁止等の適正管理 

□ まちを明るくするための民家

の門灯等の点灯運動 

□ その他 

 （           ） 

・空き地の草刈り 

春の一斉清掃（５月○日） 

秋の一斉清掃（９月○日） 

で行う。 

事業参加対象 世帯数   ７５    世帯 参加人数    １００      人 

着 手 予 定 令和８年 ４月 １日  完 了 予 定 令和８年 １２月 ３０日 

防 犯 灯 基 数 

基準月における防犯灯合計数：Ａ 

７ 基 

Ａのうち10ワット以下の防犯灯基数：Ｂ 

２ 基 

Ａのうち10ワットを超え20ワット以下の防犯灯基数：Ｃ 

３ 基 

Ａのうち20ワットを超える防犯灯基数(Ａ－Ｂ－Ｃ)：Ｄ 

７ – ２ – ３ = ２        ２ 基 

内

訳 

10ワット 

以 下 

基準月における10ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価 

(  １６２  )円×Ｂ×12：Ｅ 

（１６２円×2基×12月）               ３，８８８ 円 

10ワット
を 超 え 
20ワット
以 下 

基準月における10ワットを超え20ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額

単価 

(  ２２１  )円×Ｃ×12：Ｆ 

（２２１円×３基×12月）               ７，９５６ 円 

20ワット 

超 え 

基準月における20ワットを超え40ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額

単価 

(  ３４１  )円×Ｄ×12：Ｇ 

（３４１円×２基×12月）                ８，１８４ 円 

補助対象基本額 

(市の補助金 ) 
Ｅ＋Ｆ＋Ｇ                     ２０，０２８ 円 

記入例 
事業名および事業例のうち、該当するもの 

をチェック願います。 

(複数チェック可) 

電気料金 

請求内訳 

書の最終 

ページ下 

段の表を 

基に記入 

願います。 

防犯灯の維持管理と併せて、 

20ページの表に掲げる事業例の

中から、 1事業以上を実施 

すること 

 

裏面あり 



 

 

備考 

1 事業の名称および内容は、防犯灯の維持管理に併せて自治会等が実施する事業のうち、該当す

るものにチェック(複数可)を入れ、事業の詳細は、日時、場所等の詳細を記載すること。 

2 基準月は、申請年度の5月とすること。 

3 防犯灯基数は、関西電力株式会社が自治会等へ発行した基準月請求分の電気料金請求内訳書に

記載された公衆街路灯の口数とすること。 

4 月額単価は、基準月における関西電力株式会社の電気料金請求額とすること。 

添付書類 

基準月(5月)における関西電力株式会社発行の電気料金請求内訳書の写し 

(複数枚にわたる場合は、全てのページの写しを添付すること。) 

必ず添付してくだ

さい。 


